
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
物品のグループ（Ｍ１，Ｍ２）を互いに分離する装置であり、物品が前進する通路（１１
，１２）と、前記通路と関連し、フォワード部分とリターン部分とから成る閉じた経路に
沿って、可動な複数の分離フィンガー（１５，１７）とを備え、閉じた経路のフォワード
部分はフィンガー挿入位置から物品の放出領域へ物品の前進通路と平行であり、前記分離
フィンガーが物品と平行且つ同時に前記フォワード部分に沿って前進し、前記フォワード
部分に沿って、前記分離フィンガーが前記放出領域から前記挿入位置へ戻るように構成さ
れた装置において、
一方が他方の上に配置され且つ、ほぼ同じ長さで、少なくとも一対の案内手段（２３，２
５）を備え、閉じた経路を形成し；
前記案内手段に沿って配置された を支持し、前記各対の第一
スライダ（１９）が前記第一の案内手段（２３）に配置され、前記各対の第二スライダ（
２１）が前記第二の案内手段（２５）に配置され、各スライダが少なくとも一つの対応す
る分離フィンガー（１５，１７）を支え、各対のスライダのうち二つのフィンガーが、物
品の二つの隣接するグループ（Ｍ１，Ｍ２）の間に挿入され、前記経路に沿って前記物品
と共に移動し；
段階的変位手段（３３）を備え、段階的変位手段（３３）が前記フォワード部分の端部に
配置され、一時的に前記各一対のスライダの前記第一スライダ（１９）を、各一対の前記
第二スライダ（２１）から離れるように動かして、物品の一つのグループ（Ｍ１）を次の
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グループ（Ｍ２）から離すように動かすこと、
を特徴とする装置。
【請求項２】
一方が他方の上配置された二対の案内手段（２３、２５）から成り、前記二対の案内手段
は物品が、前進する通路の二つの側に沿って配置されていることを特徴とする請求の範囲
１に記載の装置。
【請求項３】
前記段階的変位手段（３３）が、それ自体の軸を中心に回転する溝付スプロケット（３３
）から成り、前記スプロケット（３３）の軸方向伸長部に沿って、異なって配置され且つ
、互いに角度を成してずれた二組の第一組合手段（３３Ａ、３３Ｂ）から成り、前記第一
組合手段が前記スライダ（１９、２１）と一体型の第二組合手段（１９Ａ、２１Ａ）と組
み合わさることを特徴とする請求の範囲１または２のいずれか一つに記載の装置。
【請求項４】
前記第一組合手段（３３Ａ、３３Ｂ）の各々が二組のスロットを有し、第一組のスロット
が第二組のスロットに関して角度的にずれて、前記スプロケット（３３）の に沿って二
つの異なる位置に配置し、第二組合手段（１９Ａ、２１Ａ）が、対応するスライダ（１９
、２１）に固定され、お互いにずれて配置されたスロット（３３Ａ、３３Ｂ）によって組
み合わせるように、異なる高さに配置された付属部分から成ることを特徴とする請求の範
囲３に記載の装置。
【請求項５】
前記溝付スプロケット（３３）が、互いに接続された二つの円盤部分で形成され、第一円
盤部分（３３Ｘ）が第一組のスロット（３３Ａ）を備え、第二円盤部分（３３Ｙ）が第二
組のスロット（３３Ｂ）を備え、前記二つの円盤部分が互いに角度を成して調節可能であ
り得ることを特徴とする請求の範囲４に記載の装置。
【請求項６】
スライダ（１９、２１）が前記あんない（２３、２５）において前記閉じた経路のフォワ
ード部分に沿って、自由に摺動可能で、物品によって推進され、物品の間にスライダが挿
入されることを特徴とする請求の範囲１～５のいずれか一つに記載の装置。
【請求項７】
前記閉じた経路のリターン部分に関して、リターン手段（３５）がスライダ（１９、２１
）を、前記閉じた経路のフォワード部分の始動部分に戻すことを特徴とする請求の範囲１
～６のいずれか一つに記載の装置。
【請求項８】
前記リターン手段（３５）が、分離フィンガー（１５、１７）または、スライダ（１９、
２１）と組合わさる要素を備えた連続するベルト状の部材から成ることを特徴とする請求
の範囲７に記載の装置。
【請求項９】
組合用の要素が、前記案内手段の一つ（２５）に関連する分離フィンガーと相互に組み合
わさるような から成ることを特徴とする請求の範囲８に記載の装置。
【請求項１０】
各一対のスライダ（１９、２１）が、各一対の第一スライダ（１９）が、第二スライダ（
２１）の前方の位置に、スライダの前進方向に関する前記閉じた経路に沿って、運ぶこと
ができるが、逆転するのはできないことを特徴とする請求の範囲７または８または９のい
ずれか一つに記載の装置。
【請求項１１】
各一対の二つのスライダが段状の縁部を備え、一方のスライダが他方のスライダの上にあ
って、互いに組み合うように構成されることを特徴とする請求の範囲１０に記載の装置。
【請求項１２】
各一対のスライダ（１９、２１）を前記閉じた経路のリターン部分から引出して、それら
のスライダを、形成された物品の一つのグループ（Ｍ１）とその次のグループ（Ｍ２）と
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の間で、フォワード部分に挿入する挿入部材（３１）から成ることを特徴とする請求の範
囲１～１１のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１３】
挿入部材（３１）は、それ自体の軸を中心に段階的に回転する溝付ディスク（３１）から
成り、溝付ディスクが、スライダ（１９、２１）と一体型の組合手段（１９Ａ、２１Ａ）
に組み合わさる組合要素（３１Ａ）を備え、スライダ（１９、２１）が、一方が他方の上
に配置された二つの案内手段（２３、２５）に配置されていることを特徴とする請求の範
囲１１または１２のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１４】
前記組合要素が長手方向スロット（３１Ａ）から成り、前記スライダ（１９、２１）の付
属部分（１９Ａ、２１Ａ）が、組合わせられることを特徴とする請求の範囲１３に記載の
装置。
【請求項１５】
各一対の前記二つの案内手段（２３、２５）が、分割壁（２７）によって、互いに分離さ
れることを特徴とする請求の範囲１～１４のいずれか一つに記載の装置。
【請求項１６】
物品のグループを取り除くため、物品が前進する前記通路の端部に、傾斜表面（４１）と
コンベア（９１）を備え、前記物品のグループが前記傾斜表面の傾斜動作によって、前記
コンベア上に放出されることを特徴とする請求の範囲１～１５のいずれか一つに記載の装
置。
【請求項１７】
傾斜表面（４１）が、前記物品の止め具（４９）から成り、前記傾斜表面と前記止め具が
、物品の前進方向と平行に動くことができることを特徴とする請求の範囲１６に記載の装
置。
【請求項１８】
前記傾斜表面（４１）と前記止め具（４９）の動きが、作用装置（６１）によって制御さ
れることを特徴とする請求の範囲１７に記載の装置。
【請求項１９】
前記作用装置が、前進速度と、物品の前記グループを形成する材料の厚さを関数として、
制御されることを特徴とする請求の範囲１８に記載の装置。
【請求項２０】
物品を保持するブレード（８１）から成り、ブレードは前記傾斜表面（４１）が傾斜する
動きをする間、前進通路から出る物品を抑え、前記ブレードが前記通路に沿って、物品が
前進する経路に挿入可能で且つ、引出可能であることを特徴とする請求の範囲１６～１９
のいずれか一つに記載の装置。
【請求項２１】
前記ブレード（８１）が、前進通路に沿って物品が前進する方向と平行して、前方に動く
ことを特徴とする請求の範囲２０に記載の装置。
【請求項２２】
二つのローラー（１、３）とブレード（９）から成り、そのローラーの間に切片材料（Ｎ
）が供給されて、鋸歯状の形態に折り重ねられた材料のスタック（Ｐ）を形成し、ブレー
ド（９）が前記スタックを二つの部分の物品（Ｐ１、Ｐ２）にカットするナプキン製造用
の折り重ね機械において、
物品の各バックまたはグループ（Ｍ１、Ｍ２）を分離することを特徴とする請求の範囲１
～２１のいずれか一つに記載のナプキン製造用の折り重ね機械。
【請求項２３】
物品の複数のグループ（Ｍ１、Ｍ２）を、前進経路に沿って前進させ、
少なくとも一つの分離フィンガー（１５、１７）を一つのグループとその次のグループと
の間で、挿入位置に挿入し、
分離フィンガーが、物品のスタックと共に、前記前進経路の端部における放出領域まで前
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進させ、
前記前進経路の端部でスタックの先行グループを放出し、グループを前記分離フィンガー
によって次のグループから分離させ、
分離フィンガーを、挿入位置に戻る、
スタックに配置された平らな物品の一つのグループまたはグループ（Ｍ１、Ｍ２）を、も
う一つから分離する方法において、
前記前進経路を形成する少なくとも一対のガイド（２３、２５）を配置し、前記一対の案
内が同じ伸長部を有し；複数の対の前記分離フィンガー（１５、１７）を、前記前進経路
に沿って配置し、前記各対のフィンガーの第一フィンガーが、前記一対のガイドの第一ガ
イドに沿って案内され、前記各一対のフィンガーの第二フィンガーが、前記一対のガイド
の第二ガイドに沿って案内され；
複数の物品と次の物品の各グループの間に、少なくとも一対の前記フィンガーを挿入し；
前記複数対のフィンガーを、前記放出領域に向かって前記前進経路に沿って前進させ；
前記対のフィンガーの第二フィンガーの前に、前記先行グループの後方に配置された対の
フィンガーの第一フィンガーを一時的に移動させることによって、前記放出領域で、スタ
ックの各先行グループを、次のグループから分離させこと；
を特徴とする方法。
【請求項２４】
前記分離フィンガーの前方への動きは、材料のスタックが形成される際に、行われること
を特徴とする請求に範囲２３に記載の方法。
【請求項２５】
保持ブレード（８１）が、先行グループ（Ｍ１）と次のグループとの間に挿入されて、先
行グループ（Ｍ１）が放出される間、次のグループを保持することを特徴とする請求の範
囲２３または２４に記載の方法。
【請求項２６】
グループが、コンベアベルト（９１）上の傾斜によって、放出されることを特徴とする請
求の範囲２３～２５のいずれか一つに記載の方法。
【請求項２７】
前記一対の二つの分離フィンガーが分かれる段階中で、前記フィンガーの一方が、固定位
置で一時的に保持されて、物品のグループの前進を一時的に止めることを特徴とする請求
の範囲２３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、平らな製品のグループまたはパックを分離する対応した方法と装置に関してお
り、平らな製品群またはグループは、各々予定された多数の物品を含み、連続して例えば
パッケージング機械に送るように供給される。
この型式の装置は、頻繁に紙ナプキンとそれと類似の製品を形成する機械と組み合わされ
る。通常それらは、物品を送る通路と、その通路と関連して、フォワード部分とリターン
部分とから成る閉じた経路に沿って動くことができる複数の分離フィンガーと、リターン
部分とを備え、フォワード部分は、物品が進む溝と平行で、分離フィンガーが物品と平行
且つ同時に前進する。
技術的背景
紙ナプキンは、垂直軸を備えて狭い通路を形成する、一対の折り重ねローラーから成る形
成機械によって形成され、それによって長手方向に沿って普通に折り重なる紙切片材料が
供給される。折り重ねローラーに関連した吸引孔またはクランプのシステムは、切片材料
を一方と他方で交互につかんで、ローラーの狭い通路を通った後、ジグザグな形に折り重
なる。この方法で、折り重なる切片材料の水平なスタックが形成され、スタックを二つの
対称的な部分で切る中央ブレードに接して押圧される。二つのスタックは、各々が予め決
められたナプキンの数を含むパックかまたはグループに分割されなければならない。様々
な分離装置が、これを目的に設計されていた。
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折り重ね機の一つの型式では、ナプキンの連続したグループの間の分離は、ナプキンを鋸
歯状形態に配置することによって行われ、隣接するグループの間にフィンガーを差し込ん
で、分離して放出を行う。この型式の機械の例は、米国特許明細書第 3,451,521号、ドイ
ツ国特許出願明細書第 2,427,635号そして米国特許明細書第 5,281,082号に記載されている
。
機械の別の型式において、ナプキンは均一なスタックを形成して、機械を出る。形成機械
の二つの折り重ねローラーは、折り重ね装置を出る材料のスタックを前進させる溝の両側
に配置された二つの連なったコンベアに対応しており、それらのコンベアは、ナプキンの
連続したグループの間に挿入される複数の分離フィンガーを運ぶ。各一対のフィンガーは
、折り重ねローラーかまたは、ローラーの一つの凹形ハウジングにおける待機位置に配置
されており、ナプキンが所望の数に達すると、フィンガーは共に折り重なった製品を放出
領域へ前進させる。この様な型式の装置は、日本国特許出願明細書第 55 7165号に記載さ
れている。類似であるが、予め切断された平らなシートを供給する機械と組み合わされた
分離装置は、フランス国出願明細書第 2,398,007号に記載されている。この装置では、分
離フィンガーが一時的に、鎖によって示された連続コンベアから離れて、平らな物品を供
給するローラーの凹形ハウジングに収容して保持される。平らな物品が所望の数に達した
時、フィンガーはコンベアと組合って、機械を出るシートのスタックと同じ方向へ前進し
始める。
類似のシステム米国特許明細書第 4,938,465号に記載されている。ここでは分離フィンガ
ーが複合磁気システムによって、連続コンベアと組合わされるかまたは、それから離脱さ
れる。ナプキン放出領域において、分離フィンガーを、ナプキンは各グループを上から掴
み、それらを移動するピックアップ掴み具を案内する。
米国特許明細書第 5,393,196が開示する装置は、平らな物品の個別のグループを、間隔を
あけた二つの前方ホルダーと後方ホルダーによって、グループ形成領域から離れるように
放出領域へ移動させている。形成領域において後方ホルダーが、完成直後のパックと次の
第一物品のグループとの間に、別の前方ホルダーと共に、挿入される。そして前記後方ホ
ルダーを、別の前方ホルダーから離れるように移動させて、完成したグループを前進経路
に沿って、放出領域へ向かい移動させ、その間こ次のグループが形成領域において形成さ
れる。
このシステムは今日、複雑且つ高価であることが知られている。
発明の開示
本発明の目的は、連続して供給される物品のスタックから得られる平らな物品のグループ
を分ける分離装置を提供することであり、その分離装置は、従来の装置よりも簡単で、よ
り信頼性がある。
本発明の別の目的は、既知の装置よりも経済的な装置を提供することである。
本発明の更なる目的は、ナプキンまたは類似の製品を形成する、効果的且つ速い分離装置
を備えた機械を提供することである。
本発明の目的はまた、実用的に柔軟な装置、言い換えれば、複雑な適合運転の必要なく、
かなり多数の物品を含んだグループを形成することができ、数が制限された動作部分とア
クチュエータを有する装置を提供することである。
これら別の目的と利点は、この技術の熟練者にとって以下の記載を熟読することから明ら
かでり、上記に示された型式の装置によって得られる。装置は、一方が他方の上に配置さ
れ且つ、実質的に同じ長さで案内手段を形成する少なくとも一対の案内手段から成り、前
記案内手段に沿って一対のスライダが配置され、前記第一の案内手段に前記一対の第一ス
ライダが配置され、前記第二の案内手段に第二スライダが配置され、各スライダが少なく
とも一つの対応する分離フィンガーを支持している。段階的な変位手段は、一時的に前記
第一スライダを前記各一対の第二スライダから離れるように動かして、物品の一つのパッ
クを次のグループから離れるように動かし、分離フィンガーの閉じた経路のフォワード部
分の端部に配置される。二つのスライダが互いに離れるように動かされる段階の間、好ま
しくは一方のスライダは、物品を保持するために固定されたままで、他方のスライダを前
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進させる。
この配置によって、物品の一つのグループを先行するグループから離して放出されるよう
に動かすことを容易にする。各一対の二つの分離フィンガーが、互いに独立しているので
、フィンガーが互いに離れる動きは相対的に大きくなり得、グループを傾かさせて放出す
るように案内させ且つ、例えばブレードのような一時的な保持部材を、放出されるグルー
プと、通路に沿って前進する物品のスタックで止まって配置されている次のグループとの
間に位置して挿入することを容易にする。
一対または二対の案内手段は、その一方の案内手段が他方の上に備えられ、それは扱われ
る物品の型式と、前進通路の形に関連している。分離フィンガーが、（フランス国特許公
開明細書第 2,398,007号に記されているのと類似の方法で）例えば下方から物品のスタッ
クに貫入している場合、一方が他方の上にまたは、互い側方に配置された一対の案内手段
を、前進通路の下に配置するのには充分であり、分離フィンガーの通行用の通路ベースに
適合するスロットを有する。逆に言えば、もし分離フィンガーが、側方から物品のスタッ
クに貫入しているすると、好ましくはフィンガーはスタックの両側に配置されている。こ
の場合、装置は二つの一対の案内手段から成り、一方の案内手段は他方の上で物品の前進
用通路の両側に沿って配置されている。
装置の可能な実施例では、段階的な変位手段が、それ自体の軸を中心に回転する溝付スプ
ロケットから成り、（例えば二組のスロットの様な）二組の第一組合手段は、前記スプロ
ケットの軸方向伸長部に沿って、異なった高さで配置され且つ、お互いに角度を成してず
れている。前記第一組合手段は、前記スライダと関連する第二組合手段（例えば付属部分
）と相互作用する。この形態は特に簡単且つ信頼性がある。しかし、例えば線形アクチュ
エータ、または同類の装置によって運転される一対の揺動アーム様な、別の解決方法を除
外してはいない。
有利には、装置の構造を簡単にするため、スライダを閉じた経路の前部に沿った対応する
案内手段で自由に摺動するようにさせ、物品によって推進される案内手段を有し、その間
に物品が挿入させることができる。このことは、例えば、上記に引用した以前の特許に記
載されているように、従来の機械を越える重要な利点である。特に、フィンガーを推進し
、推進システムと組合って、それから離脱する全ての複雑なシステムが省略される。
閉じた経路のリターン部分では、スライダが集められて、同じ段階的な変位手段によって
押されてもよく、変位手段は前方経路から各一対のスライダを取り出して、それらをリタ
ーン部分に運ぶ。逆に、前記閉じた経路の前記リターン部分に関連したリターン作用手段
を備えており、スライダを経路のフォワード部分における始めの位置に戻す。作用手段は
、シリンダ及びピストン押圧システム、空気式システムまたは、好ましくは柔軟な部材の
ベルト或いは、それと同等の型式から成り得、スライダと組合わさって、スライダを装置
の物品が前進する向きと反対方向に、推進させる。この目的のため、前記案内手段の一方
に関連する分離フィンガーと相互作用する剛毛を設けることができる。他方の案内手段と
関連した分離フィンガーは、（特別な形成のため）柔軟な部材の剛毛かまたは別の作用手
段と組合わさったフィンガーと接続されてもよい。解決方法は、特に簡単で信頼性があり
、どの型式の往復動作、同じく圧縮空気の消耗もなくす。
装置は、各一対のスライダを前記閉じた経路から取り出して、形成物品の一つのグループ
と、それに続くグループとの間のフォワード部分に挿入する挿入部材を有し得る。挿入部
材は分離フィンガーを、また折り重ね機械の対応する折り重ねローラーと干渉する適切な
軌道をたどらせる。ローラーと装置は関連している。この場合、折り重ねローラは、公知
の方法で適切な管状溝を備える。
挿入部材は、それ自体の軸を中心に段階的に回転する溝付ディスクから成り、スライダと
関連した対応する組合手段と相互作用する組合要素を備えており、またスライダは一方が
他方の上に配置された二つの案内手段に配置される。
様々なシステムが、放出端部に分離フィンガーによって分離される物品のグループを放出
する装置を備えられている。特別に有利な実施例において、傾斜表面は物品を前進させる
前記通路の端部に、物品を移動するコンベアを備え得る。傾斜表面は、物品の止め具を備
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え、物品の前進する方向と平行に可動である。動きは、例えばコイル形バネのような可撓
性部材の挿入による受容的な方法でまたは、装置の中央ユニットによる適切な方法で制御
される適切なアクチュエータによって、得られる。
更に本発明による有利な特徴と実施例を、以下の記載に示す。
また、発明は紙ナプキンまたは類似の製品を製造する折り重ね機械と、例えば折り重ね紙
ナプキンの様な、平らな物品のグループを分離する方法に関しており、以下の請求の範囲
で詳細に示される。
図面の説明
本発明は、実用的で制限のない本発明の例を示した説明と添付図面からより明確に理解さ
れる。
第１図は、本発明による装置がナプキン製造用の折り重ね機械に取り付けられた平面図で
ある。
第１Ａ図と第１Ｂ図は、二つの部分を示しており、分離フィンガーを有するスライダを段
階的に変位する歯形スプロケットを備えている。
第２図は、第１図の II－ II線を介した部分横断面図である。
第３図は、第２図の III－ III線を介した正面図である。
第４図と第５図は、第２図と第３図の IV－ IV線と V－ V線に沿った部分図である。
第６図は、第１図の VI－ VI線に沿った側面図である。
第７図～第９図は、第１図の拡大詳細図であり、物品のパックまたはグループの放出サイ
クルを三つの連続した段階で示している。
第１０図は、第１１図の X－ X線を介した物品を放出する手段の長手方向断面図である。
第１１図は、ほぼ第１０図の XI－ XI線を介した平面及び部分断面図である。
第１２図は、第１３図の XIII－ XIII線に沿った、物品のスタックの押圧されブレードの部
分正面図である。
第１３図は、第１２図の XIII－ XIII線に沿って、一部を除いた図面である。
発明の実施例の詳細な説明
添付図面で符号１及び３は、ナプキンのスタックＰを形成する折り重ね機械における二つ
の折り重ねローラーを示している。折り重ねローラー１及び３は、二つの垂直軸Ａ及びＢ
を中心に回転し、曲線アーム５及び７を収容する管状溝１Ａ、３Ａを有し、それらの曲線
アームはローラーから折り重なった材料を取り出して、予め形成された機械を出る物品の
スタックＰに対して材料を押圧する。連続した切片材料Ｎは、長手方向の線に沿って折り
重なり得て、二つのローラーの間で形成される狭い通路に供給される。それらのローラー
は、既知の型式のシステムに対応しており、材料はローラー１の周囲とローラー３の周囲
における狭い通路を出て折り重なり、鋸歯状に折り重なる材料のスタックを製造する。折
り重ねの度に、対応して曲げられたアーム５、７は、材料をローラーから取り出し、予め
形成されたスタックＰに向かって材料を押圧する。
概略的な形で記載された折り重ね機械の運転は、既知であり、従って更に詳しくは図示し
ない。
折り重なった切片材料のスタックＰは、スタックを二つの部分Ｐ１とＰ２とにカットする
横方向のブレード９に対して押圧され、各々の部分は四つに折り重なった複数のナプキン
によって、形成されている。ブレード９でカットされた後に、二つの部分Ｐ１、Ｐ２に保
つ分割装置があり、その中でスタックが互いに分離してカットされて、それら二つの部分
を独立して処理させる。
スタックＰ、Ｐ１、Ｐ２が、一対の側面ピース１１と基部パネル１２によって形成された
前進通路を前進し、その最後に各々が物品の予定の数が入ったナプキンＭ１、Ｍ２ ...Ｍ
ｎのグループが放出される。
ナプキンＭ１の一つのグループを、次のグループＭ２から分離するため、一対の分離フィ
ンガー１５、１７は、グループＰ、Ｐ１、Ｐ２が前進する通路の側面に配置している。各
分離フィンガー１５、１７は、対応するスライダ１９、２１と一体型であり、スライダは
対応する案内手段２３、２５で摺動する。二つの案内手段２３、２５は、一方が他方の上
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に配置され、スライダを摺動させるため低摩擦係数の材料で作られている分割壁２７によ
って分離されており、スタックＰ、Ｐ１、Ｐ２を前進させるために、通路の各側に配置さ
れる。案内手段２３、２５は、閉じた経路を形成しており、その両方に同じ数のスライダ
１９及び２１が配されており、その様な方法では、前進通路の各側で、案内手段２３にお
げる各スライダ１９と対応するフィンガー１５が、下部案内手段２５におけるスライダ２
１と対応するフィンガー１７と適合している。同じ数で一対のフィンガー１５、１７は、
通路の各側に配置されている。
スタックＰ、Ｐ１、Ｐ２の前進用通路の各側に、各二つの案内手段２３、２５が、スタッ
クＰの前進方向と平行且つ円形端部と接続された二つの直線部分を有し、一方は対応する
折り重ねローラー１、３に隣接し、他方はナプキン放出領域にある。
第２図～第５図に示されたように、スライダ１９、２０と対応するフィンガー１５、１７
が、二つのスライダ１９、２０が上下に配置されている時、上部スライダ１９は下部スラ
イダ２１と組合う様な方法で、形成されており、前記下部スライダが対応する案内手段２
５に沿って時計回りの方向に進むと、下部スライダはそれによって、以下に説明する目的
のため、上部スライダ１９を進ませる様になっている。これは、第３図の正面図に詳細に
示されたように、分離歯１５、１７の二つの向かい合う端部が階段状に形成することによ
って達成される。
案内手段２３、２５のカーブする範囲には、（対応する折り重ねローラー１、３の近くに
は）溝付ディスク３１と、（放出領域には）溝付スプロケット３３がある。溝付ディスク
３１は、一組の長手方向スロット３１Ａを有し、スロットの深さは二つの案内手段２３、
２５の厚さとほぼ同じである。各スロット３１Ａは、各スライダの後部（言い換えると分
離フィンガー１５、１７と向かい合った部分）に備えられた付属部分１９Ａ、２１Ａによ
り、一方が他方の上に配置された二つのスライダ１９、２１と組合っている。これによっ
て、溝付ディスク３１の時計回り方向（矢印ｆ３１）に段階的な回転が生じて、スライダ
１９、２１が一対で、案内手段２３、２５の対応する外側直線部分から内側直線部分へ、
言い換えると物品のストラックＰと向き合う方向に動かされ、その間スライダ１９、２１
の一方が他方の上にある様な相対的な配置に維持される。溝付ディスク３１の段階的な回
転は、どの適切なシステムによっても生じ、例えば直線シリンダとピストンアクチュエー
タまたは、回転アクチュエータにより、運転される自在輪機構によって起こる。
逆に、溝付スプロケット３３は二組の溝３３Ａ、３３Ｂを有し、その溝は互いに約 30°～
40°の角度を成してずれて且つ、スプロケットの長手方向の伸長部に沿って、二つの異な
った高さに配置される。この方法でスライダ１９と２１の付属部分１９Ａ及び２１Ａは、
異なった高さに配置され、溝付スプロケット３３の時計回り方向（矢印ｆ３３）の段階的
な回転は、スライダ１９、２１を内側直線部分から対応する案内手段の外側直線部分へ動
かし、同時に各スライダ１９と、下部スライダ２１に関して対応するフィンガー１５と、
対応するフィンガー１７を、角度をつけて変位させる。その変位は、約 30°～ 40°であり
、言い換えればスロット３３Ａ、３３Ｂの角度のついたずれと同じである。これはフィン
ガー１５、１７の端部が互いに離れるように動かす。このことは重要な意味がある。
実際、溝付スプロケット３３が互いに接続された二つの円盤部分から成り得る。第１Ａ図
、第１Ｂ図では、各々二つの円盤部分３３Ｘ、３３Ｙが、互いに対応して角度を成してお
り、それらは適合し得る。二つのスロット３３Ａは、円盤３３Ｘに形成され、二つのスロ
ット３３Ｂは、円盤部分３３Ｙに形成されている。この形態は、スプロケット３３の作り
を容易且つ簡単にする。スロット３３Ａ、３３Ｂの間で異なった変位をする、溝付スプロ
ケット３３は、また（同一要素から）この方法で形成され得る。もし二つの部分３３Ｘ、
３３Ｙが逆転可能に接続されると、同じ溝付スプロケット３３は、特別な製造条件により
、スロット３３Ａ、３３Ｂの間で、変動可能且つ調整可能な変位を行う様に調整され得る
。
物品のスタックＰ、Ｐ１、Ｐ２が進行する通路の両側で、各一対の案内手段２３、２５の
外側直線部分に平行して、連続する柔軟な部材３５が伸びており、その部材は二つのプー
リの周囲を走って、フィンガー１７と組合う剛毛があり、そのフィンガー１７は溝付スプ
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ロケット３３から、対応する案内手段２５の外側直線部分へ動かされ、そして剛毛が矢印
ｆ３５で示された様な、物品のスタックＰ、Ｐ１、Ｐ２の進行方向と反対の向きに推進す
る。上記のように、スライダ１９、２１とフィンガー１５、１７の形状は、連続した柔軟
部材３５の剛毛によるフィンガー１７とスライダ２１の進行が、対応する上部スライダ１
９を推進させる。スライダ１９、２０は、第１図に示したようにそれらのスライダは、溝
付ディスク３１によって止められるまで、柔軟な部材３５によって支持される。一対のフ
ィンガー１５、１７の幾つかは、溝付ディスク３１の後方に集められ、その間は柔軟部材
３５がフィンガーの下を走ることができ、剛毛が変形することによってこの部材は提供さ
れる。溝付ディスク３１の各々の回転によって、それと向かい合う集められたフィンガー
１５、１７は、ディスクとの接触そ保持するために押圧される。溝付ディスク３１の後方
の待機フィンガー１５、１７の数は、形成された物品Ｍ１～Ｍｎのグループの寸法に依存
しており、固定した一対のフィンガー１５、１７の数は、各個々のグループの寸法と共に
増す。
ここまで述べた装置は、以下のように作動する。
折り重ねローラー１及び３は連続回転してスタックＰを形成し、またスタックＰはブレー
ド９によって二組のスタックＰ１、Ｐ２にカットされる。この局面で、分離フィンガー１
５、１７は各ローラー１及び３の隣で待機しており、折り重ね領域の外で固定されたまま
である。折り重ねが予定の数に達すると、ブレード９によってカットされて、予定の数の
ナプキンを製造し、機械の両側の対応する溝付ディスク３１が、一対のスライダ１９、２
１と一方が他方の上に配置された対応するフィンガー１５、１７は、折り重ねローラーの
外側の引出位置から折り重ね領域へ運ばれて、折り重なる位置よりも前進した位置で、切
片材料Ｎが連続して折り重ねられる。この動きは、管状溝が折り重ねローラー１及び３に
備えることよって可能になる。スライダ１９及び２１は、溝付ディスク３１から完全に解
放されて、案内手段２３及び２５で各々、前進通路と向かい合う経路部分に沿って摺動す
るように自由になる。
切片材料Ｎが供給され、結果的にスタックＰとなって折り重なり材料が集まって材料が折
り重なり、それが続いて、前進通路の二つの側における二組のフィンガー１５、１７が、
対応する溝付ディスク３１によって折り重ね動作領域に推され、その際は始めの折り重ね
と次のそれとの間が組み合わされたままになっており、そして物品の前記スタックＰ、Ｐ
１、Ｐ２によって押圧される案内手段２３、２５に沿っての前進が始まる。物品の前進は
アーム７の動作で行われる。前進に明確な手段はなく、それらの経路の作用部分に沿った
分離フィンガーが必要とされる。
二つの一対スライダ１９、２１は、スタックＰ、Ｐ１、Ｐ２の前進用の通路の二つの側部
で、一方が他方の上に配置されており、案内手段２３、２５の直線部分の端部に達すると
、歯形スプロケット３３の回転は一段階で、（対応するスライダ２１を備える）下部分離
フィンガー１７から離れた、（対応するスライダ１９を備えた）上部分離フィンガー１５
を角度をつけて動かす。この動きは、ナプキンＭ１のグループを次のパックＭ２から離し
て更に前進させ、下記に説明される放出手段によるグループＭ１の放出を容易にする。各
下部スライダ１９は、第８図に示したようなその角度のついた位置に、スプロケット３３
の円形縁に対して付属部分１９Ａを当接することによって維持され、スロット３３Ｂが対
応する付属部分１９Ａと組合うまで、スライダ１９と対応するフィンガー１７が時計回り
の方向へ回転する。
二つの歯形スプロケット３３の連続的な回転（第９図）が、下部分離フィンガー１７を、
ブレード８１により一時的に保持される物品のスタックから離脱させる。これは以下の記
載でより詳しく説明する。溝付スプロケット３３の一段階での連続的な回転によって、ス
ライダ１９、２１が対応する連続した柔軟部材３５の上に運ばれて、それらは溝付ディス
ク３１に向かって戻り、新しいサイクルが始まる。
物品の各グループＭ１、Ｍ２ ...Ｍｎの放出手段は、第１０図～第１２図に詳細に図示さ
れている。
壁１２は、スタックＰ、Ｐ１、Ｐ２を前進させる通路の基部を形成し、複数の切片４１Ａ
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により形成される可動な表面４１と相互作用する櫛形部分１２Ａで止まる。切片４１Ａは
４５で蝶番結合されたブラケット４３によってブロック４７に支持されている。各切片４
１Ａはスロット４１Ｂを有し、表面４１と直交するバー４９は、調節可能な位置で組み合
っている。バー４９は、物品のスタックを抑え且つ止める垂直表面を形成するように、お
互い並行に配置されている。
切片４１Ａによって形成された表面４１は、プレート５３によって支持されたシリンダー
及びピストンアクチュエータ５１によって、軸４５を中心に傾かせることができ、プレー
卜５３はブロック４７と一体型である。またプレート５３を備えたブロック４７と、アク
チュエータ５１と表面４１は、二方向矢印ｆ４７の方向に動く。その動きは、切片４１Ａ
を形成する表面４１が、ボイドを貫通するということによって、行える。ボイドは物品の
スタックＰの摺動のため、表面１２の串部分１２Ａに形成されている。この動きは、ブラ
シレス電動モータ（“ brushless” electric motor）またはそれと同様なもの６１によっ
て、制御され、電動モータなど６１は、その動作を歯形ベルト６３と一対のプーリ６５、
６７を介して、ネジ付きロッド６９に伝達される。ネジ付きロッド６９は、ブロック４７
によって支持されたボールネジナット７１と組合っている。その配置は、物品のスタック
を前進させる通路の両側で対称的な配置である。モータ６１は有利には、切片材料Ｎの厚
さに作用し、材料の供給と折り重ねの割合に作用する、モータの動きを制御するＰＬＣに
よって制御されてもよく、その目的は以下の記載で明らかになる。
ブレード８１は、第１２図と第１３図に詳細に分けて図示されている機構によって運転さ
れ、表面４１の上に配置されている。ブレード８１は、シャフト８３に固定されており、
シャフト８３は物品のスタックＰ、Ｐ１、Ｐ２の前進する方向と並行に伸びており、その
様な方法でシャフトと一体型でシャフトの軸を中心に往復運動する。シャフト８３は、ア
ーム８５によって、シリンダー及びピストンシステム８７に固定されており、そのシステ
ム８７はアームをその軸を中心に往復運動させ、ブレード８１の往復運動は上方位置と下
方位置との間で行われ、上方位置では（第１２図に実線で示されており）スタックＰ、Ｐ
１、Ｐ２から引き出し、下方位置では（第１２図に点線で示されており）物品のスタック
がブレードに載る。
またブレード（第１３図）の支持部８１Ａは、別のシリンダー及びピストンアクチュエー
タ８９のロッド８８の固定されており、そのアクチュエータ８９はブレード８１をスタッ
クＰの前進方向と平行な向きに動かす。
その配置は、ここでは対称的で一対のブレード８１が隣接して設けられ、物品のスタック
の各部分Ｐ１、Ｐ２に対して一つは、機械から出ているように示されている。
物品のグループを放出する動作を、次のように行う。
バー４９は、最初に折り重ねロール１及び３に近接する位置へ運ばれ、スタックＰ、Ｐ１
、Ｐ２の先行する物品をバー４９に載せて、それらの物品はバー４９に接して押圧される
。切片材料Ｎは折り重ねられ且つ、ナプキンがローラー１、３と、ブレード９によって形
成されると、バーがモーター６１の制御の下で動いて、機械から出る新しい物品のための
空間を作る。
センサ（図示せず）は、一対のフィンガー１５、１７が第１図に示されている位置に達す
る時、信号を送る。この信号は、ナプキンのグループＭ１の放出サイクルを始めさせ、そ
れは次のように行われる。前進通路の両側におけるフィンガー１５、１７が、第８図に示
されているような位置に離すように動かされる。ブレード８１は下げられて、フィンガー
１５、１７の離す動きにより形成されるボイドに貫入する。表面４１は、シリンダー及び
ピストンアクチュエータ５１によって 90°まで回転され、グループＭ１を複数の平行なベ
ルトから成るコンベア９１に傾いて、そのベルトの間を切片４１Ａと対応するバー４９が
通過する。この段階で、フィンガー１５は、後方からのグループを保持する前記供給動作
の第一部を終えてから、ナプキンのパックの傾斜動作を行う。次のグループＭ２は、対応
するフィンガー１７とブレード８１によって、前方に保持される。グループＭ１は、コン
ベア９１に配置され、コンベアによって放出範囲から移動させられると、表面４１はシリ
ンダ及びピストンアクチュエータ５１によって再び上げられ、ブラシレスモータ６１が、
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システム４１、４３、４７、４９をバー４９がグループＭ２の前表面と接触する位置へ、
戻るように動かす。この位置は、ＰＬＣによって決定され、ＰＬＣは切片材料Ｎの厚さと
生産率の値により、ブラシレスモータを制御し、故にその間ブレード８１が物品のスタッ
クを押圧する動作の下で、折り重ねを連続して動作させるように、物品に対する圧縮を本
質的に増すことなく、前進している。表面４１とバー４９が前進スタックを支持する位置
に戻る前に、フィンガー１７はスプロケット３３（第９図）によって引き出されて、グル
ープＭ２が、ブレード８１のみによる最終段階で保持される。ブレードは、スタックＰの
押圧動作で自由に前進し、シリンダー及びピストンシステム８９のロッドに伸びている。
バー４９が、再び前進スタックの最初のナプキンに接触する時、ブレード８１は、アクチ
ュエータ８７によって上方に引かれて、そしてアクチュエータ８９によって最初の位置に
戻される。
添付図面に見られるように、物品のグループを放出させる装置とアクチュエータは、複式
且つ対称的であり、故に二つの部分Ｐ１とＰ２からグループＭ１の放出され、スタックＰ
がカットされるのが、同時に行われる。
図面は、本発明の実用的な働きを表した単なる一例を示し、本発明はその形式と配置を本
発明の指針となる概念の領域から逸脱することなく、変形されることは、明らかである。
付随の請求の範囲における参照番号は、説明と図面を参照して請求の範囲における理解を
容易にすることを目的としており、請求の範囲によって示された保護領域を制限するもの
ではない。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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